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一般 事 業 主行 動 計 画  

岩谷 情 報 シス テ ム 株式 会 社  

 

社員 が 仕 事と 子 育 てを 両 立 させ る こ とが で き 、す べ て の社 員 が その 能 力 を十 分

に発 揮 で きる よ う にす る た め、 次 の よう に 行 動計 画 を 策定 す る 。  

 

１． 計 画 期間  

        平 成 ３ ０ 年４ 月 １ 日  ～  平 成３ ３ 年 ３月 ３ １ 日   ま で の３ 年 間  

 

２． 内 容  

 

 

 

 

    ＜ 対 策 ＞  

 

    ○  就 業 規 則の 改訂 と 周 知  

        ・ 母 性 保 護関 連 条 文を 就 業 規則 に 一 体的 に 記 載 し 、  

社員 の 理 解を 促 進 する 。（ H 3 0 . 4 . 1 .）  

 

    ○  時 短 措 置対 象者 の 養 育す る 児 童の 拡 大  

        ・ 子 を 養 育す る 社 員の 時 短 措置 対 象 を 小 学 校 未就 学 の 子 ま で か ら、  

小学 校 3 年末 日 ま での 子 に 拡大 す る。（ H 3 0 . 4 . 1 .）  

以上  

 

 

「次 世 代 育成 支 援 対策 推 進 法」 へ の 対応  

目標 ： 仕 事と 子 育 ての 両 立 を推 進 す る制 度 に つい て  

常に 改 善 を行 な い 、そ の 周 知や 情 報 提供 を 行 う  


